
 

林業に関する提言 
 

 森林の有する多面的機能の発揮と林業の持続的で健全な発展のため、国は、

次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

 

１．森林経営管理制度が円滑に推進されるよう国の責任において、都市自治体

に対し十分な説明を行い、林業経営者に対しても周知を図ったうえで、以下

の措置を講じること。 

（１）都市自治体の事業実施体制を整備するため、林業部門担当職員の確保・

育成に係る支援や林業技術者等の活用の充実など、万全の措置を講じるこ

と。 

（２）林業の担い手の確保・育成及び経営の安定化に係る支援措置を拡充する

こと。 

   また、特定地域づくり事業協同組合が林業者に対して行う労働者派遣業

務については、地ごしらえ及び植栽業務を対象とするよう関連法令を整備

すること。 

（３）施業の集約化が円滑に進むよう森林所有者及び境界の明確化に係る施策

を強力に推進すること。 

（４）木材の安定供給や効率的な森林施業の実施に不可欠な路網整備等の森林

整備事業を一層推進すること。 

（５）森林経営管理制度を生かし、林業の成長産業化を進めるため、国産材の

利用拡大を推進すること。 

   特に、ＣＬＴの普及、住宅における木材利用の促進及び公共施設をはじ

めとした非住宅建築物等の木造化・木質化などに係る支援措置を拡充する

こと。 

   また、新たな木材需要に対応するため、木材加工流通施設の整備など関

連産業を支援すること。 

 

２． 森林の保全や災害防止に当たっては、荒廃山地の復旧整備や予防治山対策、

海岸防災林の整備など、総合的な治山事業を効率的かつ効果的に実施すると

ともに、財政措置を拡充すること。 

 



 

３．森林・山村多面的機能発揮対策交付金については、地域の実情に応じた取

組ができるよう拡充すること。 

 

４．病害虫等防除に係る対策を講じるとともに、財政措置を拡充すること。 

 

５．花粉の少ない森林に転換するため、花粉発生源対策を推進すること。 

 

６． 林地台帳制度の運用に当たっては、森林情報の充実と共有を図るとともに、

森林の計画的な整備・保全を推進するため、都市自治体への支援を強化する

こと。 

  


